
同志社コールフリューゲル合唱団ＯＢ会	 	 会則	 

	 

第１条（名称）	 

	 	 	 	 この会は、同志社コールフリューゲル合唱団ＯＢ会と称する。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 設立年月日	 １９８６年９月１日	 

第２条（目的）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 この会は、同志社コールフリューゲル合唱団のＯＢ・ＯＧ相互の親睦を図る	 

	 	 	 	 	 	 	 	 と共に、同志社コールフリューゲル合唱団の後援を目的とする。	 

第３条（事務局）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 この会の事務局は、同志社コールフリューゲル合唱団のＢＯＸに置く。 
第４条（会員の資格）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 この会は、学生時代に同志社コールフリューゲル合唱団に在籍した事がある	 

	 	 	 	 者を会員とし、会員で組織する。又、同志社コールフリューゲル合唱団の	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 合唱活動に協力した者で幹事会が認める者を特別会員とする。	 

第５条（運営）	 

	 	 	 	 この会の運営は、定期総会及び幹事会の議決、又は、会長の指示によって実施する。	 

第６条（定期総会）	 

	 	 	 	 定期総会は、会長が召集し、４年毎に開催し、次の事項を決定する。	 

	 	 	 	 (1)	 活動報告	 

	 	 	 	 (2)	 会計報告	 

	 	 	 	 (3)	 役員改選	 

	 	 	 	 (4)	 活動計画	 

	 	 	 	 (5)	 その他必要な事項	 

第７条（臨時総会）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 臨時総会は、会長又は幹事会が召集し、臨時に必要な場所で開催することが出来る。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 又、次の事項を決定する。	 

	 	 	 	 (1)	 活動報告	 

	 	 	 	 (2)	 会計報告	 

	 	 	 	 (3)	 役員改選	 

	 	 	 	 (4)	 その他必要な事項	 

第８条（幹事会）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 幹事会は次の役員で組織される。	 

	 	 	 	 (1)	 会	 	 長	 	 	 	 １名	 

	 	 	 	 (2)	 副会長	 	 	 	 若干名	 

	 	 	 	 (3)	 会	 	 計	 	 	 	 若干名	 

	 	 	 	 (4)	 監	 	 査	 	 	 	 若干名	 

	 	 	 	 (5)	 幹	 	 事	 	 	 	 各年度に１名	 



	 

第９条	 

	 	 	 	 	 	 	 	 幹事会は、会長が召集し、必要に応じ開催する。	 

第１０条（役員の職務）	 

	 	 	 	 (1)	 会長は、同志社コールフリューゲルＯＢ会を代表し、ＯＢ会の業務を統括する。	 	 

	 	 	 	 (2)	 副会長は、会長を補佐し、業務を分掌する。又、会長に事故がある時は、	 

	 	 	 	 その職務を代行する。	 

	 	 	 	 (3)	 幹事は、各業務を分掌する。	 

第１１条（役員の選出）	 

	 	 	 	 (1)	 会長及び各役員は、幹事会において幹事の推薦で選出し、総会の承認で決定する。	 

	 	 	 	 (2)	 幹事は、各年度在籍者相互の推薦で選出する。	 

	 	 	 	 (3)	 各役員の任期は４年間とする。但し、再選は妨げない。	 

	 	 	 	 (4)	 役員・幹事の交代…業務多忙等により、各種会合・行事に全く出席できず、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 継続して役割を果たせない時は、会長又は幹事会の判断で、その都度、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 離任・交代の手続きをする。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （本人の申出も同様）幹事適任者不在の時は、他学年の幹事が兼任する。	 

	 	 	 	 (5)	 役員・幹事の補充・追加…会長又は幹事会で適宜判断する。	 

第１２条（運営協賛金）	 

(1) この会の運営のために運営協賛金を設定する。運営協賛金は会員の善意から自主的に	 

支払われ、役員会が管理運営する。	 

	 	 	 	 (2)	 運営協賛金は一口を2000円とし、口数、支払時期は定めない。	 

	 	 	 	 (3)	 協賛金の払い込みはＤ.Ｃ.Ｆ.ＯＢ会口座(00920-1-81623)への郵便振替を基本とし、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 別途、会員集合時に協賛を受け付ける。	 

	 	 	 	 (4)	 協賛者と協賛口数は、都度ＯＢ会ホームページで紹介し、総会会計報告時に活動功労者	 

	 	 	 	 として報告する。	 

第１３条（運営協賛金の使途）	 

	 	 	 	 (1)	 ＯＢ会の運営費・通信費。	 

	 	 	 	 (2)	 定期総会・臨時総会等の会費の補助。	 

	 	 	 	 (3)	 同志社コールフリューゲル合唱団への後援。	 

	 	 	 	 (4)	 その他、会長が認める出費。	 

第１４条（会計年度）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、 会計結果をホームページにて公開する。	 

	 	 	 その上で4年間分をとりまとめ、総会時に会計報告とする。	 

第１５条（会員の義務）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 会員は、同志社コールフリューゲル合唱団のＯＢ・ＯＧとして誇りを持って	 

	 	 	 行動しなければならない。	 

	 



《付	 	 則》	 

第１条 この会則は、１９８６年９月１日に制定し、適用する。	 

	 	 	 	 	 この会則は、１９９１年９月１５日に一部改正した。 

	 	 	 	 	 この会則は、１９９６年９月１５日一部改正した。 

	 	 	 	 	 この会則は、２００６年１０月２２日に一部改正した。 

	 	 	 	 	 この会則は、２０１０年７月４日に一部改正した。	 

	 

第２条	 	 	 	 この会則に定めない事項、及び、改定等の必要が生じた時は、幹事会で決定する。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

幹事会役員	 

	 

会長	 木山	 幹雄	 1971	 

萱間	 祐	 1972	 

釜山	 英一	 1975	 

田村	 隆	 1975	 

山原	 誉志	 1989	 

松本	 慎平	 1999	 

副	 会	 長	 

芦田	 聖子	 2003	 

森	 	 陽子	 1977	 
会	 	 計	 

宮坂	 朋幸	 1993	 

監	 	 査	 滝本	 勝哉	 	 1983	 

	 



	 

学年幹事	 

	 

学年	 	 氏	 名	 学年	 	 氏	 名	 

1963	 	 高山	 佑吉	 1987	 	 姫野	 浩二	 

1964	 	 1965 年度生兼任	 1988	 	 木村	 昌明	 

1965	 	 浅原	 直	 1989	 	 山原	 誉志	 

1966	 	 安達	 和雄	 1990	 	 吉原	 一郎	 

1967	 	 藤田	 憲治	 1991	 	 岡野	 健治	 

1968	 	 中冨	 洋三	 1992	 	 齋藤	 之宣	 

1969	 	 吉永	 省作	 1993	 	 宮坂	 朋幸	 

1970	 	 海野	 剛司	 1994	 	 笹本	 円香	 

1971	 	 佐野	 晶子	 1995	 	 松田	 健宏	 

1972	 	 広田	 由紀子	 1996	 	 堀川	 憲一	 

1973	 	 篤本	 俊樹	 1997	 	 尾川	 千恵子	 	 

1974	 	 青垣	 三千代	 1998	 	 稲葉	 裕之	 

1975	 	 二階堂	 恵子	 1999	 	 松本	 慎平	 

1976	 	 海田	 有一	 2000	 	 白川	 真子	 

1977	 	 丸山	 進一	 2001	 	 吉田	 健二	 

1978	 	 川野	 収一	 2002	 	 明石	 理孝	 

1979	 	 多羅尾	 直人	 2003	 	 芦田	 聖子	 

1980	 	 豊田	 康二	 2004	 	 小山	 恵	 

1981	 	 寺田	 倫生	 2005	 	 大屋	 篤史	 

1982	 	 竹中	 綾子	 2006	 	 西川	 昇吾	 

1983	 	 市村	 かおり	 	 	 

1984	 	 中山	 敏朗	 	 	 

1985	 	 土肥	 真司	 	 	 

1986	 	 1985 年度生兼任	 	 	 

	 


